
 

 

 

 

 

 

令和６年度 

マンションストック⾧寿命化等モデル事業 

補助金交付申請等要領 
 

 
 

Ver.８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 4 月 
 

 

 

 

マンションストック⾧寿命化等モデル事業交付事務局 
  



令和6年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請等要領Ver.6 

 

令和６年度マンションストック長寿命化等モデル事業 

補助金交付申請等要領 

目次 

はじめに .................................................................................................................................... 1 

Ⅰ.事業の概要............................................................................................................................ 1 

１．事業の趣旨 ...................................................................................................................... 1 

２．補助対象事業及び補助事業者 .......................................................................................... 1 

３．請負契約の締結 ............................................................................................................... 4 

４．補助金の額 ...................................................................................................................... 5 

５．事業の手続き ................................................................................................................... 8 

６．全体設計の承認 ..............................................................................................................12 

７．年間スケジュール（令和 6年 4月時点における予定） ..................................................12 

Ⅱ．全体設計の承認 ..................................................................................................................13 

１．全体設計承認申請 ...........................................................................................................13 

２．承認の通知 .....................................................................................................................13 

Ⅲ．交付申請 ............................................................................................................................13 

１．交付申請書の提出書類 ....................................................................................................13 

２．交付申請の提出期限等 ....................................................................................................14 

３．交付申請書の提出方法 ....................................................................................................14 

４．交付申請の受付、連絡 ....................................................................................................14 

Ⅳ．交付決定 ............................................................................................................................19 

Ⅴ．補助事業実施にあたっての経理処理 ..................................................................................19 

１．補助事業の適正な実施 ....................................................................................................19 

２．消費税等の処理 ..............................................................................................................20 

Ⅵ．交付申請額等の変更について ............................................................................................20 

１．対象となる検討調査・工事の変更がある場合 ................................................................20 

２．交付変更承認申請の手続きについて...............................................................................21 

３．経費の配分の変更の場合 ................................................................................................22 

Ⅶ．事業の廃止等 .....................................................................................................................22 

１．交付申請の取り下げ .......................................................................................................22 

２．補助事業の廃止に係る手続き .........................................................................................22 

Ⅷ．補助事業実施状況報告書の提出 .........................................................................................23 

Ⅸ．完了実績報告書の提出 .......................................................................................................23 



令和6年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請等要領Ver.6 

 

１．完了実績報告とは ...........................................................................................................23 

２．完了実績報告書の提出書類 .............................................................................................23 

３．完了実績報告の提出時期、提出期限...............................................................................24 

４．完了実績報告書の提出方法 .............................................................................................24 

５．完了実績報告書の受付、連絡 .........................................................................................24 

Ⅹ．補助額の確定、補助金の支払い .........................................................................................27 

１．補助額の確定 ..................................................................................................................27 

２．支払い時期 .....................................................................................................................27 

３．振り込み先 .....................................................................................................................27 

Ⅺ．補助事業実施中及び事業完了後の留意点 ...........................................................................28 

１．取得財産の管理等 ...........................................................................................................28 

２．交付決定の取消、補助金の返還及び罰則等 ....................................................................28 

３．情報の取扱い等 ..............................................................................................................28 

４．その他 ............................................................................................................................29 

Ⅻ．提出先、問合せ先、資料の配布場所 ..................................................................................30 

１．本事業ホームページについて .........................................................................................30 

２．交付申請、完了実績報告等の提出先、問い合わせ先について ........................................30 

３．技術的相談、募集要領等に関する問い合わせについて ..................................................30 

参考資料 ...................................................................................................................................31 

別表－１ 補助対象事業の要件 .............................................................................................31 

別表－２ 直接経費 ..............................................................................................................36 

別表－３ 補助対象とならない経費 ......................................................................................36 

 

 

用語について 
本要領における用語の意義は次のとおりとします。 

交 付 要 綱：マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付要綱（令和 2 年 4 月 1
日 国住マ第 59 号） 

交 付 規 程：令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付規程（令和

6 年 4 月 1 日） 
募 集 要 領：令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業募集要領 
評 価 室 事 務 局：マンションストック長寿命化等モデル事業評価室事務局 

交 付 事 務 局：マンションストック長寿命化等モデル事業交付事務局 

補 助 事 業 者：交付事務局から補助金交付決定通知を受けた申請者 

既存住宅状況調査技術者：既存住宅状況調査技術者講習登録規程（平成 29 年国土交通省告示

第 81 号）第２条第５項に規定される者 
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はじめに 

この令和６年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請等要領（以下「本要

領」という。）は、令和６年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付規程（以下

「交付規程」という。）第 17 の規定に基づき定めるものであり、令和６年度マンションストック

長寿命化等モデル事業（以下「本事業」という。）補助金の適正な執行を確保するとともに、補

助を受ける者（以下「補助事業者」という。）の事務処理が円滑に実施されることを目的として

います。 

本要領は、令和６年度マンションストック長寿命化等モデル事業募集要領（以下「募集要領」

という。）に従って手続きし、採択された事業が対象になります。 

採択通知を受け取った申請者は、補助金の交付を受けるため本要領に従い、定められた期間に

マンションストック長寿命化等モデル事業交付事務局（以下「交付事務局」という。）に、交付

申請等の必要書類を提出しなければなりません。 

 

Ⅰ.事業の概要 

１．事業の趣旨 

この事業は、高経年マンションの適正な維持管理を促進するとともに、長寿命化に資する改

修等による円滑なマンション再生を図る取組を推進するため、マンションの長寿命化に向け

た先導的な改修等を実施する者に対し、国がその費用の一部を補助する制度を確立し、もって

公共の福祉に寄与することを目的とします。 

２．補助対象事業及び補助事業者 

2.1 補助対象事業の要件 

別表－1 の要件により補助事業として採択された次の事業であって、下記の要件を満たす

ものを対象とします。 

補助対象事業 要  件 

＜先導的再生モデルタイプ＞ 
計画支援 

① 原則として、令和７年 2 月 21 日（金）までに完

了実績報告書の提出ができるものであること。 

＜先導的再生モデルタイプ＞ 
改修工事支援 
建替工事支援 

① 原則として、令和７年 2 月 21 日（金）までに完

了実績報告書の提出ができるものであること。 

② 補助対象となる住宅とその工事の内容が決定し

ていること。 

＜管理適正化モデルタイプ＞ 
計画支援 

①  原則として、令和 7 年 2 月 21 日（金）（までに

完了実績報告書の提出ができるものであること。 

＜管理適正化モデルタイプ＞ 
改修工事支援 

① 原則として、令和 7 年 2 月 21 日（金）（までに完

了実績報告書の提出ができるものであること。 

② 補助対象となる住宅とその工事の内容が決定し

ていること。 

なお、次のいずれかに該当する場合には、原則として本事業の補助対象とはなりません。 

・工事請負契約に基づかない場合 

・分離発注（2.2 補助事業者の要件） 

2.2 補助事業者の要件 

交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」とい



令和6年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請等要領Ver.6 

2 

う。）は、交付規程及び本要領に従って、所要の手続きを行う必要があります。 

本事業において、交付申請可能な補助事業者は、採択を受けた提案者であって、以下の通

りとします。 

なお、グループ提案の場合の申請者は、代表提案者を補助申請者としてください。 

（1）計画支援 

① マンション再生コンサルタント 

② 設計事務所 

③ 管理会社 

④ その他の団体（その他管理組合に対して、マンションの再生に向けたアドバイスを行

う団体等 

※管理組合が採択を受けている場合は、上記①～④より補助事業者を選定。 

（2）改修工事支援・建替工事支援 

① 施工業者 

② 買取再販業者 

③ 管理組合に関わって改修事業又は建替事業に参画する者（事業参画者） 

 ※上記以外のものが採択を受けている場合は、上記①～③より補助事業者を選定。 

 

※補助金交付申請を制限する者について 

次のいずれかに該当する者については、原則として補助金交付申請ができません。 

・過去３カ年度内（平成３１年度以降）、国土交通省住宅局が所管する補助事業において、

補助金の返還を求められたことがあるもの 

・暴力団又は暴力団員であるもの、及び暴力団又は暴力団員と不適切な関係にあるもの 

 

※改修工事支援・建替工事支援で施工業者が補助事業者となる場合について 

・請負契約に基づき工事を行う施工業者が補助事業者となる場合は、施工業者と管理組合が

共同して補助事業を行う事になります。補助事業者となる施工業者は、補助要件を満たす

ための工事及び補助対象となる工事を全て受注する者（元請け業者）としてください（補

助要件を満たすための工事や補助対象工事が分離発注される場合は補助対象となりませ

ん。）具体的な交付申請手続きなどは、施工業者が代表して行っていただくこととなりま

す（次ページ概念図の①参照）。 
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＜改修工事支援・建替工事支援における補助事業者の概念図＞ 

 

① 施工業者が補助事業者の場合（先導的再生モデルタイプ・管理適正化モデル） 

 
★：事業の申請者 

＊補助金の支払は、施工業者名義の口座に行われます。 

注）施工業者と管理組合との関係が関係会社等に該当する場合は、三者見積の提出が必要となります。 

②  買取再販業者が補助事業者の場合（先導的再生モデルタイプ） 

 
★：事業の申請者 

＊補助金の支払は、買取再販業者名義の口座に行われます。 

注）買取再販業者と施工業者との関係が関係会社等に該当する場合は、三者見積の提出が必要となります。 

③  事業参画者が補助事業者の場合（先導的再生モデルタイプ） 

 
★：事業の申請者 

＊補助金の支払は、事業参画者名義の口座に行われます。 

注）事業参画者、マンション建替組合等、施工業者との関係が関係会社等に該当する場合は、三者見積の提

出が必要となります。 
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３．請負契約の締結 

（1）請負契約の締結 

本補助事業を適用しようとする検討調査・工事は、必ず事業開始日以降及び着手前に請負

契約を締結してください。 

（2）補助金の受取に関する誓約書（共同事業実施規約、誓約書）について 

計画支援は、補助事業者の要件に適合していることを誓約書（様式 2-3）により宣言し、

交付申請時に提出していただきます。 

改修工事支援・建替工事支援で施工業者が補助事業者となる場合、本補助事業の補助金相

当額は、管理組合に還元される必要があることから、様式２に定める共同事業実施規約を３

部締結し、交付申請時に１部提出していただきます。 

改修工事支援・建替工事支援で買取再販業者が補助事業者となる場合、補助金相当額は当

該補助対象住宅の購入者に還元される必要があることから、補助金を全額還元する旨の誓約

書（様式 2-3）を、交付申請時に提出していただきます。 

改修工事支援・建替工事支援で事業参画者が補助事業者となる場合、補助金相当額は事業

形態に応じてマンション建替組合等又は当該補助対象住宅の購入者に還元される必要があ

ることから、補助金を全額還元する旨の誓約書（様式 2-4）を、交付申請時に提出していた

だきます。 

いずれも補助金の還元方法に関する事項の他、補助事業を実施する上で、遵守すべき事項

等を確認し、記名して提出いただきます。なお、規約で定めた内容に関するトラブルについ

ては、当事者間において解決していただきます。 

共同事業実施規約又は誓約書が提出されない場合、補助金交付決定は行いませんので、補

助金を受け取ることはできません。  
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４．補助金の額 

4.1 補助対象事業費 

下記に掲げる費用とします。 

表－１ 補助対象費用 

補助対象事業 費用 

１） 計画支援 

（先導的再生モデ

ルタイプ及び管理

適正化モデルタイ

プ） 

マンションの長寿命化等に向けた事業を実現するための必要な調査・

検討経費等に要する費用。選定１案件につき 500 万円／年（補助対象

事業期間：最大 3 年）を上限とします。なお、次に掲げる調査・検討を

行う場合には、選定 1 案件につき 600 万円/年を上限とします。 
 
① 大規模修繕工事の周期長期化のためのシミュレーションに関するもの 

 
② マンション建替え等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号）

第 102 条第 2 項に規定する要除却認定基準への該当性に関するもの 
 
③ 団地内マンションの長寿命化等に関するもの 

※ 補助事業者が通常実施している取組や事業に係る経費は対象

になりません。また、実施計画段階での実施設計料は、計画支

援の補助対象になりませんのでご留意ください。 
 

なお、補助対象事業費に計上できるのは、別表２の直接経費とします。

（別表３の補助対象とならない経費は、計上できません。） 
 

２） 改修工事支援 

（先導的再生モデ

ルタイプ） 

 

下記に掲げる費用の合計の３分の１以内の額とします。 
① 調査設計計画に要する費用 
② 長寿命化に資する工事のうち先進性を有するものに要する費用 

先導的な取組として評価された部分に係る費用であり、本事業によ

る補助の必要性が低いと評価される費用については補助対象としま

せん。 
 

３） 改修工事支援 

（管理適正化モデ

ルタイプ） 

下記に掲げる費用の合計の 3 分の 1 以内の額とします。 
① 調査設計計画に要する費用 
② 長寿命化に資する大規模修繕工事に要する費用 
③ 大規模修繕工事と合わせて行う性能向上工事に要する費用 
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４） 建替工事支援 

（先導的再生モデ

ルタイプ） 

下記に掲げる費用の合計の３分の１以内の額とします。 
①  調査設計計画に要する費用（事業計画作成費、地盤調査費、建築設計

費、権利変換計画作成費） 
 

② 土地整備に要する費用（建物除却等） 
 

③ 共同施設整備に要する費用（空地整備費、供給処理施設整備費、その他

の施設等整備費 ただし、建替前のマンションの共同施設の面積相当

分を上限とします。（共同施設面積＝延床面積―専有面積） 

 
なお、①～③の補助対象となりえる範囲については、「住宅局所管事

業関連共同施設整備等補助要領等細目」の「第 2 対象の範囲」を参

照してください。 
 

 

4.2 留意事項 

①選定された事業であっても、採択通知に記載された額を上限として、交付申請時に提

出いただき資料等を精査の上で、最終的に交付決定を行いますので、必ずしも採択通

知に記載された金額が全額補助されるとは限りません。 

※ このため、この点については、適切に管理組合等の事業関係者に周知を図っていただ

きますようにお願いします。なお、交付決定額等が減少したことに伴う事業の進捗へ

の影響につきましては一切の責任を負いません。予めご了承ください。 

② 消費税及び地方消費税は、補助対象外です。 

③工事に伴い、関連法令（建築基準法、消防法、区分所有法等）、関連条例に基づき、提

案者が自ら関連機関等に確認の上、提案者自身が責任をもって遵守してください。 

また、これら関連法令等に基づき必要となる申請手続き、関連法令等に求められる設

置設備の設置等については、本事業への申請とは別に、事業者の責任において実施し

てください。 

④国の他の補助金（負担金、利子補給金並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（以下、適正化法）第２条第４項第１号に掲げる給付金及び同項第２号の掲げ

る資金を含む。）の対象となっている事業と併用することは原則できません。地方公共

団体が実施する補助事業についても、国費が含まれている場合がありますので、地方

公共団体に確認してください。 

 

■補助金の併用に関する補足 

・本事業における併用とは、「工事請負契約が同一の工事」又は「工事請負契約が別でも工事

期間が重複する工事」について、複数の補助制度を適用することをいいます。「工事請負契

約が別であって、かつ、工事期間も重複しない工事」について、それぞれ別の補助制度を

適用することは併用には当たりません。 

・補助対象となる部位が明確に切り分けられる場合は、別の補助制度の対象部位を除く部位

について補助対象となる場合があります。 

・「工事請負契約が別であって、かつ、工事期間も重複しない工事」であっても、過去に補助

金の交付を受けている住宅や設備については、今回の工事で撤去等をすることにより、過

去に受けた補助金について返還の必要が生じないか、当該補助金の実施主体に確認した上

で、本事業の実施を検討してください。 
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4.3 その他 

・計画支援において賃金等及び人件費の補助を受ける場合は、完了実績報告時に出勤簿・業

務記録等を証拠書類として提出していただきます。旅費の補助を受ける場合は、日付・氏

名・行先・業務内容等の記録、及び支出内容を証明する書類を提出していただきます（管

理組合員の見学会費用等、補助事業者以外が実施する調査・検討に係る旅費は補助対象外

となります）。 
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５．事業の手続き 

5.1 手続きの概要 

ここでは補助金の交付を受けるために必要不可欠な手続きの流れを説明します（手続き

の具体的内容はⅢ以降で説明）。手続きが行われない場合、補助金は交付されませんのでご

注意ください。 

なお、令和６年度事業において、採択通知に記載のある補助上限額が３億円を超える

プロジェクトについては、補助金の交付の決定、補助金の額の確定及び補助金の支払い

は、交付事務局の審査の結果を踏まえて、国土交通大臣が補助事業者に対して直接行う

こととなります。 

このため、補助金交付申請書及び完了実績報告書の他、補助金変更交付申請書請書、

交付申請取り下げ書、事業の廃止承認申請書等の宛先は「国土交通大臣」として、交付

事務局に提出してください。加えて、国土交通省用の書式も別途作成していただきます。 

補助上限額が３億円以下のプロジェクトの場合は、従来どおり、交付事務局が補助金

の交付の決定、補助金の額の確定及び補助金の支払い等を行いますので、申請書類の宛

先は交付事務局としてください。 

なお、この要領は、補助上限額が３億円以下のプロジェクトの場合を前提に解説していま

す。事務の流れについては、P11～12 の 5.2 補助事業の実施フローを参照してください。 

（1）交付申請（「交付変更承認申請」含む） 

① 交付申請書類の提出 

申請者は、交付申請に必要な書類を作成し、定められた期間に交付事務局に提出して

ください（詳細は P13）。 

② 交付申請の受付、審査 

交付事務局は交付申請書の提出を受け、申請書類の不足や重大な不備が無いことが

確認された場合、交付申請を受付します。 

受付後、申請書類の不足や不備及び補助対象に関する審査を行います。 

（2）交付決定（「変更交付決定」含む） 

交付事務局は、交付申請書の内容が補助対象に該当するものであることを確認できた場

合、申請者に対し補助金交付決定通知書を送付します。 

交付申請書の審査において、補助対象工事に該当しないと判断された事業又はその部分

は、補助の対象となりません。 

※ 補助事業者は交付要綱、交付規程、本要領及び交付決定で附された条件に従い、事業

を実施しなければなりません。 

（3）事業の実施 

（計画支援） 

交付決定日以降に着手する調査等が補助対象となります。交付決定日前に着手された

調査等については、補助金交付の対象となりません。 

（改修工事支援・建替工事支援） 

交付決定日以降に工事着手（当事業で補助を受けようとする工事を含む工事の請負契

約に基づき行われる工事（解体や仮設工事等の準備工事も含む）のいずれかに着手するこ

と。以下同じ。）するものが補助対象となります。交付決定日前に工事着手された場合は、

当該契約に基づく全ての工事が補助の対象となりません。本事業では契約書に記載の工

期の始期を工事着手日とします。 



令和6年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請等要領Ver.6 

9 

なお、完了実績報告の最終提出期限（P24 参照）までに発注者への引渡し、工事費の精

算を終えて、完了実績報告の提出ができるよう工事着手してください。期限までに完了実

績報告の提出がなされない場合、補助金は交付されません。 

また、完了実績報告において工事を実施した事実を工事写真で確認します。工事を実施

した事実が確認できない場合は補助金が交付されない、または減額される場合がありま

す。 

（4）完了実績報告 

建築士の現地確認により、工事が申請内容のとおり実施されたことの証明を受けます。

（設計監理者が存在する場合は、その建築士） 

補助事業者は、工事完了後速やかに、必要な書類を作成し、交付事務局に完了実績報告

をしてください（詳細は P23）。 

交付事務局では当該報告に係る書面審査に加えて、必要に応じて現地検査を実施します。

現地検査では、交付決定の内容及びそれに附した条件どおり工事が実施されているかどう

かを、現場の状況や工事過程の記録等により確認します。 

また、完了実績報告にあわせて、当該報告に基づき交付事務局が額の確定を行った補助

金額を請求額とする補助金の支払い請求を行ってください。 

（5）補助金交付の額の確定 

交付事務局は、完了実績報告の内容が交付決定の内容及びそれに附した条件どおり実施

されたことが確認できた場合に、補助事業者に対して、補助金交付の額の確定通知書を送

付します。 

完了実績報告の審査により、補助金額が交付決定額よりも減額されて額の確定が行われ

た場合には、確定された補助金額で補助金が支払われます。 

※ 補助金の支払額は、交付決定額や補助事業者が完了実績報告書で報告した額及び請求額によ

らず、交付事務局が補助事業の実施状況を確認して「額の確定」を行った金額となります。 

※ したがって、工事を実施した事実が確認できない場合、交付すべき補助金の額はゼロとなり、

補助金は交付されません。 

（6）補助金の請求 

補助金の請求については、完了実績報告書類で算出した費用に相当する金額で請求書を

作成し、完了実績報告時に提出していただきますが、完了実績報告に対する審査により補

助額が変更になることがあります。その場合は、交付事務局から連絡しますので、額を変

更したうえで請求書を再度提出してください。 

（7）補助金の支払い・受領 

額の確定通知書の送付後に、請求書に記載された補助事業者名義の口座に補助金が振り

込まれます。 

補助金を受領した補助事業者は、共同事業実施規約や誓約書の定めるところに従い、補

助金の還元を速やかに行ってください。 
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5.2 補助事業の実施フロー 交付申請から補助金受領までの流れ 

図－１ のフローに則り手続きを進めてください。 

 
図－1-1 補助事業の実施フロー（補助上限額が３億円以内の場合） 
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図－1-2 補助事業の実施フロー（補助上限額が３億円を超える場合） 
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６．全体設計の承認 

6.1 全体設計承認申請 

当該補助事業に係る工事が複数年度にわたる場合には、補助金の交付の申請をしようと

する者は、初年度の補助金の交付の申請までに、全体設計の承認を申請してください。 

※計画支援は不要です。 

6.2 承認の通知 

交付事務局は、補助事業者から提出された全体設計承認申請書の内容を審査し、適切であ

ると認めらときは、当該全体設計を承認し、その旨を補助事業者に通知します。 

なお、全体承認申請が認められた場合であっても、必ずしも次年度以降の予算が確保され

るとは限りませんのでご留意ください。 

７．年間スケジュール（令和６年４月時点における予定） 

図－２ 本年度スケジュール 
 令和６年 令和７年 

4 
月 

5 
月 

6 
月 

7 
月 

8 
月 

9 
月 

10 
月 

11 
月 

12 
月 

1 
月 

2 
月 

3 
月 

提
案
事
業 

交
付
申
請 

            

完
了
実
績
報
告 

共
通 

          

過
年
度
採
択
事
業 

          

 

 

交付申請 
（補助事業者） 

 

完了実績報告（補助事業者） 
※補助事業完了後 1 か月以内かつ、期限内に提出（交付決定前の

場合を除く）すること。 

実績支払 ☆ 

● 
第１回 
応募締切 

4/24 

● 
第２回 
応募締切 

6/28 

交付決定  随時 

交付額確定（交付事務局） ○ 

採択通知受領後、原則 1 か月以内 

～2/21  随時受付 

交付

申請 

完了実績報告（補助事業者） 
※補助事業完了後 1 か月以内に提出（交付決定前の場合を除く）すること。 

交付決定  随時 

～2/21  随時受付 

提案事業受付期間 



令和6年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請等要領Ver.6 

13 

Ⅱ．全体設計の承認 

１．全体設計承認申請 

① 当該補助事業に係る工事が複数年度にわたる場合には、補助金の交付の申請をしようとす

る者は、初年度の補助金の交付の申請までに、当該工事に係る事業費の総額及び補助事業

の完了の予定期日等について、下記書類を作成し、交付事務局に全体設計の承認を申請し

てください。 

②  当該補助事業工事に係る事業費の各年度割りを変更する場合も同様とします。 

（但し、補助上限額を限度とします。） 

表－２ 全体設計承認時の提出書類 必要部数  各１部 

番号 提出書類 様式 適用 

①  令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業全体設計承認申請書 様式8 ◎ 

② 全体設計表 様式9 ◎ 

③  年度別事業計画内訳書（建替工事のみ提出） 様式9-2 ◎ 

④ 事業実施工程表 様式3-2 ◎ 

（凡例） ◎：必須書類      ―：様式なし 

２．承認の通知 

交付事務局は、補助事業者から提出された全体設計承認申請書の内容を審査し、適切である

と認められるときは、当該全体設計を承認し、その旨を補助事業者に通知します。 

なお、全体承認申請が認められた場合であっても、必ずしも次年度以降の予算が確保される

とは限りませんのでご留意ください。 

 

Ⅲ．交付申請 

補助金の交付を受けることができる事業は、令和６年度中又は早期に事業化が見込まれる

もので、年度内に完了するものを対象とします。採択された事業であっても、事業化の要件を

満たさないものについては、補助の対象にはなりません。 

＜事業化要件の具体例＞ 

・令和６年度中に調査設計計画等の委託契約を締結すること 

・(計画支援において)令和６年度中に補助事業者による調査・検討等の取組の実施に係る理

事会等の議決を得ること 

・令和６年度中に改修・建替に関する工事請負契約を締結すること 

１．交付申請書の提出書類 

補助事業者は、計画支援は表－３の１、先導的再生モデルタイプの改修工事支援・建替工事

支援は表－３の２、管理適正化モデルタイプの改修工事支援は表－３の３の書類一覧に従っ

て必要書類を揃えて交付事務局に提出します。 

申請タイプにより提出する書類が異なりますのでご注意ください。 
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２．交付申請の提出期限等 

交付申請書の提出期限は、採択通知を受取り後、原則 1 か月以内です。 

提出期限間近等書類の提出が集中する時期や提出書類に不備等が多い場合は、交付申請書

の審査に相当の時間を要しますので、あらかじめご承知おきください。 

なお、予算の執行の状況等により当初申請額を減額する場合がありますのでご留意くださ

い。 

万が一、交付申請の時期が後ろ倒しになる場合には、速やかに交付事務局に状況を報告し、

指示を受けてください。 

 

前年度からの継続事業で、当該年度の 4月 1日から事業を開始したい場合は、4月中に交付

申請の審査を完了している必要があります。申請書類の不足、不備等によって期限超過した場

合には、4月 1日に遡って交付決定できませんのでご留意ください。その場合は、交付決定以

降の事業が補助の対象となります。補助対象事業の内容・補助額等の大幅な見直しが必要とな

る可能性がありますので、できるだけ早期に、不足、不備が無いよう申請書類を作成し、提出

してください。 

 

３．交付申請書の提出方法 

（1）提出先、様式等の入手先 

交付申請書の提出先は交付事務局（P30 参照）です。交付申請書の様式等は、交付事務

局ホームページから入手できます。 

（2）申請書類の提出方法 

交付申請書１部を表－３の順番に沿ってフラットファイル(A4 縦）に綴じてください。

書類へのインデックスの貼付けは不要です。ファイルの表紙には「マンションストック長

寿命化等モデル事業（令和６年度）」と記載する他、「交付申請書」である旨、「補助事

業者名」を記載してください。背表紙には表示は不要です。 

提出は郵送（必ず簡易書留等申請者自身で書類の所在確認できる方法）のみとします。 

郵送時の封筒等には必ず「交付申請書在中」の旨を記載してください。（提出後は審査

で対応する場合を除き申請書類の差し替えは固くお断りします。） 

提出書類は、返却しませんので問合せに対応できるよう、必ず控えを各自保管してくだ

さい。 

 

４．交付申請の受付、連絡 

交付事務局は、交付申請書の提出を受け、交付申請書類に不足や重大な不備が無いこと

を確認できた場合は受理し受付完了となります。受付時の連絡は行いません。 

提出書類では要件等の確認ができないと判断したときは、追加で資料を求める場合があ

ります。 

書類に不足や重大な不備がある場合は受理せず、電子メールにて不足及び不備の内容を

連絡します。定められた期日までに不足及び不備が解消されない場合は不受理とします。 



令和6年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請等要領Ver.6 

15 

交付申請書の内容確認等に関する連絡等は、電子メール、電話等で行います。 
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表－３の１ 交付申請時の提出書類一覧【計画支援】 
先導的再生モデルタイプ・管理適正化モデルタイプ 

必要部数 各１部 

番 
号 

提出書類 様式 適用 

Ａ① チェックリスト ― ◎ 

Ａ② 採択通知書の写し（添付された文書を含む。） ― ◎ 

Ａ③ 令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請書 様式1★ ◎ 

Ａ④ 事業要件の確認 様式1-2 ○ 

Ａ⑤ 対象マンションの概要 様式1-3 ○ 

Ａ⑥ 令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業 誓約書 様式2-3★ ◎ 

Ａ⑦ 事業の実施内容・実施工程 様式3 ○ 

Ａ⑧ 事業費 様式4 ○ 

Ａ⑨ 補助要望額内訳 様式5 ○ 

Ａ⑩ 事業実施体制 様式6 ○ 

Ａ⑪ 
【提案時の添付資料】 
総会、理事会、修繕委員会等の議事録やメモ検討依頼書等 

― ● 

Ａ⑫ 
計画に関する契約書等 の写し 及び それぞれの費用が確認できる内訳書（補助対

象とする費用に限る） 
― ◇ 

Ａ⑬ 

 

上記の電子ファイル（ＰＤＦ、及びワード、エクセル等データ） 

 

― ◎ 

（凡例） ★：交付申請時の様式 

◎：必須書類 

○：提案時の資料を添付（採択前に差し替え等があった場合は、最新版） 

  ただし、提案時には不要だが交付申請時には必要となる書類（Ａ⑪）は追加で提出するこ

と 

◇：該当する場合「◎」 

●：添付不要、電子ファイルのみ 

―：様式なし 
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表－３の２ 交付申請時の提出書類一覧【改修工事支援・建替工事支援】 

先導的再生モデルタイプ 必要部数 各１部 

番 
号 

提出書類 様式 
適用 

改修 建替 

Ｂ① チェックリスト ― ◎ ◎ 

Ｂ② 採択通知書の写し（添付された文書を含む。） ― ◎ ◎ 

Ｂ③ 令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請書 様式1★ ◎ ◎ 

Ｂ④ 事業要件の確認 様式 1-2 ○ ○ 

Ｂ⑤ 対象マンションの概要 様式 1-3 ○ ○ 

Ｂ⑥ 
令和 6年度マンションストック長寿命化等モデル事業共同事業実施規約 （施

工業者が補助事業者の場合） 
様式2★ ◎ ◇ 

Ｂ⑦ 
令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業共同事業実施規約（別

紙）  
（工事発注者又は施工業者が補助金の返還を求められたことがある場合） 

様式2-2★ ◇ ◇ 

Ｂ⑧ 
令和 6年度マンションストック長寿命化等モデル事業 買取再販に係る誓約書  

（買取再販業者が補助事業者の場合） 
様式2-3★ ◇ ◇ 

Ｂ⑨ 
令和 6年度マンションストック長寿命化等モデル事業 事業参画に係る誓約書  

（事業参画者が補助事業者の場合） 
様式2-4★ ◇ ◇ 

Ｂ⑩ 事業の実施内容・実施工程 様式3 ○ ○ 

Ｂ⑪ 事業費 様式4 ○ ○ 

Ｂ⑫ 事業費内訳 様式5 ○ ○ 

Ｂ⑬ 様式 5 長寿命化に資する工事費の内訳と内訳書（見積書）の対比表※１ ― ◇ ◇ 

Ｂ⑭ 事業実施体制 様式6 ○ ○ 

Ｂ⑮ 

【提案時の添付資料】 
《買取再販業者の場合》 
・買取前のマンションにおいて区分所有者が１０名以上であったことを証す

る書面（登記簿謄本等） 
《事業参画者の場合》 
・管理組合に関わって改修又は建替事業に参画していることを証する書面（事

業協力協定や参加組合員契約書等） 
《改修工事の場合》 
・前年決算時の修繕積立金の積立額がわかる資料（直近の総会での会計報告書

類等の写し） 
・長期修繕計画書の写し 
《建替工事の場合》 
・これまで実施された修繕について、時期や内容がわかる書類（大規模修繕の

記録等） 
・土砂災害特別警戒区域外に立地していることがわかる書類 

 ● ● 

Ｂ⑯ 
《旧耐震マンションの改修工事の場合》 

・Is≧0.3 が確認できる耐震診断書等の写し、管理組合の議事録の写し 

※耐震改修工事をあわせて実施する場合は不要 

― ◇ ― 

Ｂ⑰ 
工事箇所、工事内容、工事の数量がわかる図面 

（平面図、立面図、詳細図、仕様書など） 
― ◎ ◎ 

Ｂ⑱ 現況の平面図等 ― ◎ ◎ 

Ｂ⑲ 工事の請負契約書の写し 及び その内訳書等 ※2 ― ◇ ◇ 
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Ｂ⑳ 
施工業者以外の２社による見積書 及び その内訳書（発注者と施工業者が関

係会社等である場合） 
― ◇ ◇ 

Ｂ㉑ 
 

上記の電子ファイル（ＰＤＦ、及びワード、エクセル等データ） 

 

― ◎ ◎ 

※ １ 長寿命化に資する工事費と、内訳書（見積書）が一致しない場合に提出 

※ 2 「内訳書等」は、契約前の見積書でも可。この場合、完了実績報告書提出の際に、契約書

の写しを提出 

（凡例） ★：交付申請時の様式 

◎：必須書類 

○：提案時の資料を添付（採択前に差し替え等があった場合は、最新版） 

ただし、提案時には不要だが交付申請時には必要となる書類（B⑭）は追加で提出すること 

△：費用を補助対象とする場合「◎」 

◇：該当する場合「◎」 

●：添付ファイル不要、電子ファイルのみ 

―：様式なし、該当なし 

 

表－３の３ 交付申請時の提出書類一覧【改修工事支援】 

管理適正化モデルタイプ 必要部数 各１部 

番 
号 

提出書類 様式 
適用 

改修 

Ｂ① チェックリスト ― ◎ 

Ｂ② 採択通知書の写し（添付された文書を含む。） ― ◎ 

Ｂ③ 令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付申請書 様式1★ ◎ 

Ｂ④ 事業要件の確認 様式 1-2 ○ 

Ｂ⑤ 対象マンションの概要 様式 1-3 ○ 

Ｂ⑥ 
令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業共同事業実施規約 
（施工業者が補助事業者の場合） 

様式2★ ◎ 

Ｂ⑦ 
令和 6 年度マンションストック長寿命化等モデル事業共同事業実施規約 
（工事発注者又は施工業者が補助金の返還を求められたことがある場合） 

様式2-2★ ◇ 

Ｂ⑧ 事業の実施内容・実施工程 様式3 ○ 

Ｂ⑨ 事業費 様式4 ○ 

Ｂ⑩ 事業費内訳 様式5 ○ 

Ｂ⑪ 様式５大規模修繕等に要する工事費用の内訳と内訳書（見積書）の対比表※１ ― ◇ 

Ｂ⑫ 事業実施体制 様式6 ○ 

Ｂ⑬ 計画支援の成果報告書 ― ◎ 

Ｂ⑭ 

"【提案時の添付資料】 
• 前年決算時の修繕積立金の積立額がわかる資料（直近での総会での会計報

告書等の写し） 
• 長期修繕計画書の写し" 

― ◎ 

Ｂ⑮ 管理組合総会における議事録の写し ― ◎ 

Ｂ⑯ 
《旧耐震マンションの改修工事の場合》 

・Is≧0.3 が確認できる耐震診断書等の写し、管理組合の議事録の写し 

※耐震改修工事をあわせて実施する場合は不要 

― ◇ 
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Ｂ⑰ 
工事箇所、工事内容、工事の数量がわかる図面 

（平面図、立面図、詳細図、仕様書など） 
― ◎ 

Ｂ⑱ 現況の平面図等 ― ◎ 

Ｂ⑲ 工事の請負契約書の写し 及び その内訳書等 ※2 ― ◇ 

Ｂ⑳ 
施工業者以外の２社による見積書 及び その内訳書（発注者と施工業者が関

係会社等である場合） 
― ◇ 

Ｂ㉑ 
 

上記の電子ファイル（ＰＤＦ、及びワード、エクセル等データ） 

 

― ◎ 

※ １ 申請工事内容一覧と、内訳書（見積書）が一致しない場合に提出 

（凡例） ★：交付申請時の様式 

◎：必須書類 

○：提案時の資料を添付（採択前に差し替え等があった場合は、最新版） 

ただし、提案時には不要だが交付申請時には必要となる書類（B⑭）は追加で提出すること 

△：費用を補助対象とする場合「◎」 

◇：該当する場合「◎」 

―：様式なし、該当なし 

＜共通の注意事項＞ 

・様式は、交付事務局ホームページからダウンロードします。 

・提出書類チェックリスト（交付申請用）も一緒にダウンロードされます。提出する前に、必

ずこの提出書類チェックリスト」で書類が整っていることを確認してください。 

・補助要望額の千円未満を切り捨て処理し、交付申請額としてください。 

・図面等は判読可能なものとし、原則としてA4、最大でA3迄としてください。 

Ⅳ．交付決定 

交付申請書を提出した際は、以下の事項などについて審査をした上で交付決定を行い、交付

事務局より補助事業者へ交付決定通知書を送付します。 

① 補助対象としての適性等、補助事業の内容が交付規程及び本要領の要件を満たしてい

ること。 

② 補助対象費用には、国からの他の国庫補助金（負担金、利子補給金並びに補助金適正化

法第２条第４項第１号に掲げる給付金及び同項第２号の掲げる資金を含む。）の対象費用

を含まないこと。 

③ 過去 3 カ年度以内に住宅局所管補助事業において補助金返還を求められたことにより、

補助金交付申請が制限されていないこと。その他反社会的勢力に関係していないこと。 

なお、交付決定通知書は、補助事業者が適正に補助事業を完了した場合に補助金が交付され

ることを通知するものであり、完了実績報告書が適正であると確認された時点で初めて補助

金交付の要件を具備することとなります。 

 

Ⅴ．補助事業実施にあたっての経理処理 

１．補助事業の適正な実施 

当該補助事業の経費計上については、基本原則となる次の項目を遵守して、適正な経理処理

を行ってください。 
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≪当補助事業の経理処理原則≫ 

ⅰ．経費計上は、当該事業に直接必要なものに限ります。 

事業目的に合致しないものはもちろんのこと、事業に直接使用したことが特定でき

ない事務用品等も計上できません。 
ⅱ．経費計上は、事業期間中に発生したものが対象です。 

ⅲ．当該事業費は、他の事業費と混同して使用しないでください。 

補助対象となった事業がどの部分であるか明示できるよう経理を明確にしてくだ

さい。 

＊上記のほか、法令・社内規程に即した適正な処理を行ってください。 

＊支出内容を証明する書類として、補助事業者の経理処理において通常使用している発

注、納品、検収、請求、支払を確認できる書類（オンライン発注等の場合は、データで

確認可）を備えておいてください。 

２．消費税等の処理 

消費税は、補助金の交付対象外となります。交付申請にあたっては、消費税分を除いた額と

して算出してください。 

 

Ⅵ．交付申請額等の変更について  

検討調査・工事の内容や事業費の増減を伴う変更等、交付申請内容に変更が生じた場合は、

変更の内容に応じて手続きの方法や時期が異なりますので、以下に定める内容に従い、所要の

手続きを行う必要があります。 

なお、「交付変更承認申請」の手続きは、交付決定後の手続きとなりますので、交付決定通

知書が交付されるまではこの手続きは行えませんのでご留意ください。 

１．対象となる検討調査・工事の変更がある場合 

（計画支援の場合） 

変更がある場合は、本事業の変更に関する手続きが必要か確認するため速やかに交付事

務局までご連絡ください。 

手続きの概要は以下の（1）～（3）のとおりとなります。 

なお、変更することにより本事業の要件を満たさなくなる場合は、補助金をお支払いする

ことができませんのでご留意ください。 

（1）検討調査費が増額になることで交付決定額の増額を希望する場合 

「交付変更承認申請」の手続きが必要となります。「２．交付変更承認申請の手続きに

ついて」を参照してください。 

※「交付変更承認申請」の受付終了後は（2）の手続きとなります。 

（2）検討調査費が増額するが交付決定額の増額を希望しない場合、検討調査費の変更がな

く交付決定額も変更がない場合 

様式５、様式６のほか、変更内容がわかる資料等、変更金額がわかる書類等及び交付申

請時のその他の提出書類のうち、変更のあった書類を提出してください。変更後の内容
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で本事業の要件（採択の内容等）を満たしているかを確認し、その結果をお伝えします。 

（3）検討調査費が減額することで補助額が減額となる場合 

交付決定額が30万円以上の減額となる場合は「交付変更承認申請」の手続きが必要とな

ります。（（1）参照） 

なお、減額後の補助額が10万円以下となる場合には、補助金を受けることができません

ので、「Ⅶ.２.補助事業の廃止に係る手続き」（P22参照）を行う必要があります。 

これに該当しない場合は（2）と同様です。 

 

（改修工事支援・建替工事支援の場合） 

補助額の増減に関わらず、変更後の内容で工事実施後が本事業の要件（採択の内容等）を満

たしている必要があります。変更がある場合は、本事業の変更に関する手続きが必要か確認す

るため速やかに交付事務局までご連絡ください。 

手続きの概要は以下の（1）～（3）のとおりとなります。 

なお、変更することにより本事業の要件を満たさなくなる場合は、補助金をお支払いするこ

とができませんのでご留意ください。 

（1）工事費が増額になることで交付決定額の増額を希望する場合 

「交付変更承認申請」の手続きが必要となります。「２．交付変更承認申請の手続きにつ

いて」を参照してください。 

※「交付変更承認申請」の受付終了後は（2）の手続きとなります。 

（2）工事費が増額するが交付決定額の増額を希望しない場合、工事費の変更がなく交付決定

額も変更がない場合 

様式４、様式５のほか、変更内容がわかる図面等、変更金額がわかる内訳書等及び交付

申請時のその他の提出書類のうち、変更のあった書類を提出してください。変更後の内容

で工事実施後の性能が本事業の要件（採択の内容等）を満たしているかを確認し、その結

果をお伝えします。 

（3）工事費が減額することで補助額が減額となる場合 

交付決定額が30万円以上の減額となる場合は「交付変更承認申請」の手続きが必要となり

ます。（（1）参照） 

なお、減額後の補助額が10万円以下となる場合には、補助金を受けることができませんの

で、「Ⅶ.２.補助事業の廃止に係る手続き」（P22参照）を行う必要があります。 

これに該当しない場合は（2）と同様です。 

２．交付変更承認申請の手続きについて 

工事内容が変更となった場合は、上記の１及び２に定めるところに従い、所定の手続きを行

う必要があります。特に、工事を追加することに伴って交付決定額の増額を希望する場合は、

速やかに交付変更承認申請の手続きを行う必要があります。 

（1）提出時期、提出期限 

交付決定を受けた後であれば随時受け付けますが、提出期限は完了実績報告書を提出す

る前までとなります。 
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なお、予算の執行状況によっては、交付変更承認申請ができないことがあります。 

（2）提出先、提出方法 

「Ⅲ.３.交付申請書の提出方法」（P14参照）と同様です。 

ファイルの表紙、背表紙及び郵送時の封筒には、 交付変更承認申請 と明記してくださ

い。 

（3）提出書類 

表－４ 交付変更承認の提出書類 必要部数 各１部 

番号 提 出 書 類 一 覧 様式 適用 

① 

令和６年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付

変更承認申請書 
 

様式 10 ◎ 

② 

必要な資料 
様式４、様式５のほか、変更内容がわかる図面等、変更金額がわか

る内訳書等 
及び 交付申請時のその他の提出書類のうち、変更のあったもの 

― ◎ 

③ 上記電子ファイル   

必要な資料は、表－３の１、表－３の２、表－３の３により既に提出した書類のうち、

変更のあったもの全てとなります。 

※ 提出する資料は、変更に係る部分にマーカーする等、変更箇所や変更内容がわかるよ

うにしてください。 

３．経費の配分の変更の場合 

交付決定金額に変更がない場合で、調査費、工事費等に要する費用間の経費配分について

変更を行う場合は、交付事務局への連絡の必要はありません。完了実績報告時に変更内容を

報告してください。 

ただし、決められている限度額を超えて経費の配分を変更することはできません。 

 

 

Ⅶ．事業の廃止等 

１．交付申請の取り下げ 

補助事業者は、交付申請書を提出してから交付決定を受けるまでの間に生じた諸事情によ

り交付申請を取り下げようとするときは速やかに、又は、交付決定通知に係る補助金交付の決

定の内容及びこれに付された条件に不服があるときは交付決定通知を受領してから１週間以

内に、「令和６年度マンションストック長寿命化等モデル事業交付申請取り下げ書」（様式２

０）を交付事務局へ提出してください。 

２．補助事業の廃止に係る手続き 

補助事業者は事業の遂行義務を負っており、補助事業者が勝手にその事業を途中で廃止す
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ることは、補助目的の達成を阻害することになるため、認められません。 

補助金交付決定後に、補助事業を廃止する状況になったときは、速やかに「令和６年度マン

ションストック長寿命化等モデル事業の廃止承認申請書」（様式２１）を交付事務局へ提出し

てください。 

事業を廃止しようとする場合は、書類を提出する前に、交付事務局にご相談ください。 

 

 

Ⅷ．補助事業実施状況報告書の提出 

交付事務局は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の進捗に関する

報告を求め、又はその進捗状況を調査することがあります。 

その場合、補助事業者は交付事務局の調査に協力しなければなりません。 

 

 

Ⅸ．完了実績報告書の提出 

１．完了実績報告とは 

（計画支援） 

計画支援は、交付決定日後に実施した調査等が完了し、交付すべき補助金の額の最終的

な決定（「額の確定」という。）があって完了することになります。したがって、補助事業

者は、調査等が完了したときは、「完了実績報告書」を交付事務局に提出する必要があり

ます。 

（改修工事支援・建替工事支援） 

改修工事支援・建替工事支援は、交付決定後その工事が完了し、交付すべき補助金の額の

最終的な決定（「額の確定」という。）があって完了することになります。したがって、補助

事業者は工事が完了したときは、「完了実績報告書」を交付事務局に提出する必要がありま

す。 

交付事務局では、交付決定の内容及びそれに附した条件どおり補助事業が行われている

かどうかについて、書類審査及び必要に応じて実施する現地検査等を行い、適合すると認め

たときは当該補助金の額を確定し、補助事業者に「補助金の額の確定通知書」を送付すると

ともに、補助金の支払いの手続きを行います。 

現地検査においては、工事請負契約書等の原本や工事の着手時期が確認できる管理記録

写真等及び工事過程の記録等を確認することになりますので当該資料（工事記録写真、納品

書、出荷証明書、領収書等の原本）を予めご用意ください。 

なお、交付決定後に何らかの変更があったにもかかわらず、その報告をせずに、交付申請

された内容と異なる工事を行ったと判断された事業については、補助金が交付されない、又

は、補助金額が減額される場合があります。（「Ⅵ．交付申請額等の変更について」P20 参

照） 

２．完了実績報告書の提出書類 

表－５の提出書類一覧に従って必要書類を揃えて提出してください。 
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事業タイプにより提出する書類が異なりますのでご注意ください。 

３．完了実績報告の提出時期、提出期限 

補助事業者は、交付決定がなされた全ての工事が完了した時は、事業完了後（契約額受領済）

１ヶ月以内に完了実績報告書を交付事務局に提出してください。完了実績報告書提出の最終

期限は、令和７年 2 月 21 日（金）（必着）とします。 

なお、手続きには必要な書類をそろえる必要がありますので、上記期限までに確実に書類を

提出できるよう、準備が前もってできるものは早めに準備を行ってください。 

※ 事業完了（契約額受領済）後１ヶ月以内の完了実績報告書の提出が困難な場合は、事前に交付事

務局までご連絡ください。 

※ やむを得ない事情により最終期限までに補助事業完了実績報告書を提出できない場合は、速やか

に交付事務局にご連絡ください。必要な手続等をお知らせします。 

４．完了実績報告書の提出方法 

（1）提出先、資料の配布 

完了実績報告書の提出先は交付事務局（P30 参照）です。 

完了実績報告書の様式等は、交付事務局ホームページから入手できます。 

（2）完了実績報告の提出方法 

完了実績報告書類１部を表５の提出書類の順でフラットファイル(A4 縦）に綴じてくださ

い。書類へのインデックスの貼付けは不要です。 

ファイルの表紙には「マンションストック長寿命化等モデル事業（令和６年度）」と記載

する他、「完了実績報告書」である旨、「補助事業者名」を記載してください。背表紙には

記載不要です。 

提出物は郵送（必ず簡易書留等申請者自身で書類の所在確認できる方法）のみとします。 

郵送時の封筒等には必ず「完了実績報告書在中」の旨を記載してください。（提出後は審

査で対応する場合を除き、申請書類の差し替えは固くお断りします。） 

提出書類は、返却しませんので問合せに対応できるよう、必ず控えを各自保管してくださ

い。 

提出書類では事業内容が交付申請の内容に沿って実施されたことを確認できないと判断

したときは、追加で資料を求める場合があります。 

５．完了実績報告書の受付、連絡 

交付事務局は、完了実績報告書の提出を受け、完了実績報告書類に不足が無いことを確認で

きた場合は受理し受付となります。受付時の連絡は行いません。 

書類に不足がある場合は受理せず、電子メールにて不足の内容を連絡します。定められた期

日までに不足が解消されない場合は交付決定を取り消します。 

提出書類では要件等の確認ができないと判断したときは、追加で資料を求める場合があり

ます。 

完了実績報告の内容確認等に関する連絡等は、電子メール、電話等で行います。 
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表－５の１ 完了実績報告時の提出書類一覧【計画支援】 

先導的再生モデルタイプ・管理適正化モデルタイプ共通 
必要部数  各１部 

番 
号 

提出書類 様式 適用 

Ｃ① チェックリスト ― ◎ 

Ｃ② 令和６年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金完了実績報告書 様式 11 ◎ 

Ｃ③ 
補助金精算 
調書 

様式 12 ◎ 

Ｃ④ 科目別決算内訳 様式 13 ◎ 

Ｃ⑤ 請求書 （振込口座付） 様式 19 ◎ 

Ｃ⑥ 
計画に関する契約書等 の写し 及び それぞれの費用が確認できる内訳書（補助対

象とする費用に限る） 
― ◇ 

Ｃ⑦ 補助対象事業費の支払いが確認できるもの（領収書等） ― ◎ 

Ｃ⑧ 集計表  《参考様式－１》 ― △ 

Ｃ⑨ 月出勤簿・業務記録  《参考様式－２》 ― △ 

Ｃ⑩ 業務日報  《参考様式－３》 ― ● 

Ｃ⑪ 【成果品】総会、理事会、修繕委員会等の議事録やメモ、検討報告書等 ― ◎ 

Ｃ⑫ 事業の実施内容・実施工程 様式3 ▲ 

Ｃ⑬ 事業費 様式4 ▲ 

Ｃ⑭ 補助要望額内訳 様式5 ▲ 

Ｃ⑮ 事業実施体制 様式6 ▲ 

Ｃ⑯ 成果報告書（最終年度） 様式23 ◎ 

Ｃ⑰ 上記の電子ファイル（ＰＤＦ、及びワード、エクセル等データ） ― ◎ 

（凡例） ◎：必須書類 

▲：交付決定（変更承認）時から変更がある場合 

△：人件費・交通費等を補助対象とする場合「◎」 

◇：該当する場合「◎」 

●：（人件費・交通費等を補助対象とする場合）添付不要、電子ファイルのみ 

―：様式なし、該当なし 
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表－５の２ 完了実績報告時の提出書類一覧 【改修工事支援・建替工事支援】 

先導的再生モデルタイプ・管理適正化モデルタイプ共通 

必要部数  各１部 

番 
号 

提出書類 様式 
適用 

改修 建替 

Ｄ① チェックリスト  ◎ ◎ 

Ｄ② 令和６年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金完了実績報告書 様式 11 ◎ ◎ 

Ｄ③ 完了実績報告概要書 様式 14 ◎ ◎ 

Ｄ④ 建築士による工事内容確認書（建築確認を要しない改修工事の場合） 様式 15 ◇ ― 

Ｄ⑤ 
工事内容を確認した建築士の建築士免許証の写し（建築確認を要しない改修工事

の場合） 
― ◇ ― 

Ｄ⑥ 建築確認の確認済証の写し ― ◇ ◇ 

Ｄ⑦ 補助金精算調書 様式 16 ◎ ◎ 

Ｄ⑧ 補助対象事業費内訳 様式 17 ◎ ◎ 

Ｄ⑨ 工事の請負契約書等 ※１ の写し 及び その内訳書の写し ― ◇ ◇ 

Ｄ⑩ 工事の費用の支払いが確認できるもの（領収書等） ― ◎ ◎ 

Ｄ⑪ 請求書 （振込口座付） 様式 19 ◎ ◎ 

Ｄ⑫ 対象マンションの全景写真 様式18-1 ◎ ◇ 

Ｄ⑬ 工事箇所の工事写真 様式18-2 ◎ ◎ 

Ｄ⑭ 長期修繕計画書 ― ◇ ◇ 

Ｄ⑮ 事業の実施内容・実施工程 様式3 ▲ ▲ 

Ｄ⑯ 事業費 様式4 ▲ ▲ 

Ｄ⑰ 補助要望額内訳 様式5 ▲ ▲ 

Ｄ⑱ 事業実施体制 様式6 ▲ ▲ 

Ｄ⑲ 
工事箇所、工事内容、工事の数量がわかる図面 

（平面図、立面図、詳細図、仕様書など） 
― ▲ ▲ 

Ｄ⑳ 変更に関する工事の請負契約書等※１ の写し、及びその内訳書 ― ▲ ▲ 

D㉑ 省エネ基準への適合がわかる書類（最終年度） ― ― ◇ 

Ｄ㉒ 成果報告書（最終年度） 様式 23 ◇ ◇ 

Ｄ㉓ 上記の電子ファイル（ＰＤＦ、及びワード、エクセル等データ） ― ◎ ◎ 

※１「内訳書等」は、契約前の見積書でも可。また、工程上年度をまたぐ場合は、年度内の実施分がわかる書類。 

（凡例） ◎：必須書類 

△：費用を補助対象とする場合「◎」 

◇：該当する場合「◎」 

▲：交付決定（変更承認）時から変更・追加がある場合 

―：様式なし、該当なし 
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Ⅹ．補助額の確定、補助金の支払い 

１．補助額の確定 

完了実績報告時に、請求書、領収書のほか、「送金伝票等の写し（支払済みであることを金

融機関等の第三者による公的に証明できる書類）」等により支払いを確認します。また現金に

よる支払いは、原則、補助対象外となります。 

交付事務局は、「補助事業完了実績報告書」を受理した後、交付申請の内容に沿って補助事

業が実施されたこと及び開設に際して許認可等が必要な施設の許認可等がなされていること

を確認し、書類の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る補助事

業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定（千円未満は切り捨て）し、補助事業者へ確定した補助金額を通知※

します。また、発注者にも確定した補助額を通知した旨をお知らせし、支払いの手続きを行い

ます。 

その後、交付事務局より補助事業者へ補助金が支払われます。本事業の補助金は、補助対象

経費の支出が領収書等により確認されたものについてのみお支払いします。 

※通知書に、補助金の振込予定時期を記載いたします。 

２．支払い時期 

 本年度の補助金の支払いスケジュールは、以下を予定しています。 

令和７年 2 月末日までに適合することが確認されたも

の。 
令和７年４月末 

 

※ 支払い時期は予定であり、手続きの関係で時期が前後する場合があります。 

 

３．振り込み先 

補助金は、完了実績報告時に登録した、補助事業者の口座に振り込まれます。 

完了実績報告書の審査の結果決定された補助金額（補助金の額の確定通知書により通知さ

れる額）で補助金の支払いを行います。 
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Ⅺ．補助事業実施中及び事業完了後の留意点 

１．取得財産の管理等 

補助を受けた者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事

業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し（善管注意義務）、補助金の交付の

目的に従って、その効率的運用を行ってください。 

補助を受けた者は、取得価格及び効用の増加した価格が 50 万円以上のものについて、大臣

の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供することはできません（補助事業者である買取再販業者や共同事業者である住宅所有

者が、本事業により工事を行った住宅を住宅として販売、譲渡又は貸し付け等を行うことは、

補助金の交付の目的の範囲内であるため、承認は不要です）。ただし、大臣の承認を得て当該

財産を処分したことにより収入があった場合には、交付した補助金の額を限度として、その収

入の全部又は一部を交付事務局に納付させることがあります。 

２．交付決定の取消、補助金の返還及び罰則等 

万一、関係規程等に反する行為がされた場合には、次の措置が講じられることに留意してく

ださい。 

①マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付要綱第 14 の規定による交付決定の

取り消し、補助金の交付の停止、補助金の返還命令 

②補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 29 条から第 32 条までの規定による

罰則 

３．情報の取扱い等 

3.1 情報の公開・活用 

選定事業の成果については広く周知を図るため、パンフレット、ホームページ等において、

選定事業の内容に関する情報の公開及び活用を行うことがあります。 

また、事業が完了した場合には、当該事業の成果について、様式 23 でまとめた資料（成

果報告書）を提出いただくとともに、原則として、成果報告会において、広く成果の発表を

行っていただきます。 

成果および提案申請書等に記載された内容のうち、事業者の財産上の利益、競争上の地位

を不当に害するおそれのある部分について、当該事業者が申し出た場合には、当該箇所に関

しては、原則公開しません。 

3.2 個人情報の利用目的 

取得した個人情報については、交付申請等に係る事務処理に用いる他、セミナー・シンポ

ジウム・アンケート等の調査について用いることがあります。 

また、同一の提案に対し国から他の補助金を受けていないかを調査するために用いるこ

とがあります。 

3.3 アンケート・ヒアリングへの協力 

補助事業者に対しては、補助事業の期間終了後、マンションの長寿命化に関する調査・評

価等のためのアンケートやヒアリング等を依頼するほか、国土交通省等が開催する成果報
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告会等において講演等を依頼することがありますので、ご協力をお願いします。 

４．その他 

募集要領、及び本要領によるほか、補助金の交付等に関しては、次の各号に定めるところに

より行う必要があります。 

一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号） 

二 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号） 

三 国土交通省所管補助金等交付規則（平成12年内閣府・建設省令第9号） 

四 補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和34年3月12日付け建設省会発第74

号建設事務次官通達） 

五 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて（昭和34年4月15日付け建設省

住発第120号住宅局長通達） 

六 建設省所管補助事業における食糧費の支出について（平成7年11月20日付け建設省会発

第641号建設事務次官通知） 

七 住宅局所管補助事業等における消費税相当額の取扱いについて（平成17年9月1日付け国

住総第37号住宅局長通知） 

八 住宅局所管補助事業等により取得した財産等の取扱いについて（平成20年12月22日付け

国住総第67号住宅局長通知） 

九 マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付要綱（令和2年4月1日付け国住マ

第59号） 

十 令和６年度マンションストック長寿命化等モデル事業補助金交付規程（令和 6 年 4 月 1

日付） 

十一 その他関連通知等に定めるもの 
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Ⅻ．提出先、問合せ先、資料の配布場所 

交付申請等に関するお問い合わせは、ご相談の内容に応じて下記までお願いします。また、

質問・相談については、原則として、電子メールでお願いします。電話での問い合わせに関し

て回答することはありません。 

 

１．本事業ホームページについて  

本事業ホームページのアドレス 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000037.html 

 

２．交付申請、完了実績報告等の提出先、問い合わせ先について 

マンションストック長寿命化等モデル事業交付事務局 

（交付申請、完了実績報告等の提出先） 

〒１０５－０００４ 

 東京都港区新橋 6-14-5 SW 新橋ビル 3階 

 

（問い合わせ先） 

電子メールでお願いします。 

メールアドレス  toiawase@manshon-l-life.com 

電話番号     ０３－５４２２－１３７７ 

受付       月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

10：00～16：00（12：00～13：00 を除く） 

 

（申請様式等の配布場所） 

交付事務局ホームページ  https://www.manshon-l-life.com 

※ 本要領、申請様式等のダウンロードの資料等を掲載しています。 

 

３．技術的相談、募集要領等に関する問い合わせについて 

マンションストック長寿命化等モデル事業評価室事務局 

（技術的相談の問い合わせ先） 

メールアドレス  info@mansion-hyouka.jp 

ＦＡＸ番号    ０３－６８０１－５９０３ 

電話番号     ０３－６８０１－５９０２ 

受付       月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

10：00～16：00（12：00～13：00 を除く） 

※メール・FAX のみでの対応 
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参考資料 

別表－１ 補助対象事業の要件 

（１）先導的再生モデルタイプ（計画支援、改修工事支援及び建替工事支援） 

提案対象事業 要件 

計画支援 

① 区分所有者が 10 名以上のマンションであること。 

※ 対象マンションが違反建築物の場合は、本事業の提案対象とはなりませ

ん。 

 

② 当該マンションが立地する地域の地方公共団体において、マンション管

理に関する計画や条例等が策定されていること又は策定する見込みがあ

ること。 

※ 該当する地方公共団体は、以下の国土交通省ホームページに掲載してい

ますので、申請するマンションが、掲載されている地方公共団体内に立

地していることを確認ください。 

＜国土交通省ホームページ＞ 

■本補助事業の提案要件に関する情報 

・ マンション管理に関する計画や条例等を策定している（策定見込みを

含む）地方公共団体 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house

_fr5_000037.html 

 

③ 原則として、当該事業完了後、先導的再生モデルタイプ（改修工事支

援及び建替工事支援）の提案を行うことを想定しているものであるこ

と。 

 

改修工事支援 

① 区分所有者が 10 名以上のマンションであること。 
※ 区分所有者が 10 名以上の住宅部分の他に、非住宅部分を含む建築物の場合

（住宅と非住宅の複合建築物）も対象になります。 
※ 対象マンションが違反建築物の場合は、本事業の提案対象とはなりません。 
 
② 当該マンションが立地する地域の地方公共団体において、マンション管理

に関する計画や条例等が策定されていること又は策定する見込みがあるこ

と。 
※ 該当する地方公共団体は、以下の国土交通省ホームページに掲載していま

すので、申請するマンションが、掲載されている地方公共団体内に立地して

いることを確認ください。 
＜国土交通省ホームページ＞ 
■ 本補助事業の提案要件に関する情報 
・ マンション管理に関する計画や条例等を策定している（策定見込みを含

む）地方公共団体 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr
5_000037.html 
 

③ 当該マンションにおいて、計画期間を 25 年以上に設定した長期修繕計画が
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あり、当該長期修繕計画に修繕積立金（計画修繕工事の要する費用に充当す

るための積立）を設定していること。さらに、積み立てられている修繕積立

金の額が長期修繕計画に設定されている修繕積立金の額と概ね一致（※）し

ている、又は長期修繕計画より余裕があること。 
 
※ 概ね一致とは、積み立てられている修繕積立金と、長期修繕計画に設定され

ている修繕積立金の額の差が「概ね５％以下」を目安とします。応募の際に、

前年決算時の修繕積立金の積立額がわかる資料（直近の総会での会計報告書

類等の写し）と長期修繕計画の写しを提出していただきます。 
 
④ メンテナンス性の向上などライフサイクルコストの低減につながる改修で

あり、新たな技術の導入や工期短縮に資する工法の工夫があること。 
 
※ 先導的な改修工事を対象とし、大規模修繕工事とあわせて実施する先導的

な改修工事も対象になりますが、一般的な大規模修繕工事の部分は補助対象

外です。 
※ 先導的な改修工事は、共用部分を含む工事になります。 
※ 住宅に関係のない区分所有部分のみの改修工事は、補助対象外です。 
※ マンション管理組合、買取再販業者又は事業参画者が発注するものが対象

です。（買取再販物件においても工事請負契約が必要となります。工事請負契

約に基づかない工事（例えば、施工業者が自社物件等について自らリフォー

ム工事を行う場合など）は補助対象になりません。） 
※ 旧耐震マンションの場合は、下記(1)または(2)の場合とします。ただし、耐

震診断を実施済であり、耐震診断の結果、新耐震基準レベルである場合は、

これによらず、提案申請書に、当該基準相当であることが確認できる書類を

添付してください。 
(1)耐震改修工事をあわせて実施すること。（なお、提案する先導的な改修工

事として耐震改修工事が含まれる場合は、補助対象となります。） 
(2)耐震診断を実施し、Is≧0.3 であり、耐震改修について、管理組合で議論

されていること。（耐震改修工事の同時実施までは求めません。） 
 

建替工事支援 

① 区分所有者が 10 名以上のマンションであること。 
 
※ 対象マンションが違反建築物の場合は、本事業の提案対象とはなりませ

ん。 
 
② 当該マンションが立地する地域の地方公共団体において、マンション管理

に関する計画や条例等が策定されていること又は策定する見込みがある

こと。 
 

※ 該当する地方公共団体は、国土交通省ホームページに掲載していますの

で、申請するマンションが、掲載されている地方公共団体内に立地してい

ることを確認してください。 
 

＜国土交通省ホームページ＞ 
■ 本補助事業の提案要件に関する情報 
• マンション管理に関する計画や条例等を策定している（策定見込みを含む）

地方公共団体 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_00
0037.html 
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③ 適切に計画修繕が行われていないことによって、建替えの時期が早まった

ものでないこと。 
※ 応募の際に、これまで実施された修繕について、時期や内容がわかる書類

を提出していただきます。 
 
④ 建替後のマンションにおいて、計画期間を 30 年以上に設定した長期修繕

計画を作成し、長期修繕計画に適切な修繕積立金の額が設定されるもので

あること。 
 
⑤ 地域貢献機能を導入する建替であること。 
 
※地域貢献機能とは以下の施設等を想定しています。例えば、子育て支援施設

や高齢者支援施設等の地域住民が利用できる生活関連施設、地域の防災力向

上に資する防災関連施設や機能、その他地域の実情やニーズに対応した機能

などが該当します。 
 
⑥ 原則として、建替え後のマンションが土砂災害特別警戒区域（土砂災害警

戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律

第 57 号）第９条第１項）外及び建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）

第 39 条第１項に規定する災害危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）第３条第１項に規定する急傾斜

地崩壊危険区域又は地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）第３条第

１項に規定する地すべり防止区域と重複する区域に限る。）外に立地して

いること。 
 
⑦ 原則として、建替え後のマンションが省エネ基準に適合すること。 
 
※ 完了実績報告の際に、省エネ基準への適合が分かる書類を提出していただ

きます。 
 
⑧ 建替後のマンションは、原則として、都市再生特別措置法（平成１４年法

律第２２号）第８８条第１項に規定する住宅棟を新築する工事であって、

同上第５項の規定に基づく公表に係るものに該当しないこと。 

 

（２）管理適正化モデルタイプ（計画支援及び改修工事支援） 

提案対象事業 要件 

計画支援 

① 区分所有者が 10 名以上のマンションであること。 
 
※対象マンション外販建築物の場合は、本事業の提案対象とはなりません。 
 
 原則として、当該事業完了後、管理適正化モデルタイプ（改修工事支援）の

提案を行うことを想定しているものであること。 

 

③ マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「マンション管理適

正化法」という。）第３条の２に規定する地方公共団体が定めるマンショ

ン管理適正化推進計画において、管理適正化に向けて支援を要するマンシ

ョン等として位置付けられていること。 

※ 支援を要するマンションとは、例えば、管理規約がない、総会又は理事会
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が開催されていない、管理費又は修繕積立金を徴収していない、大規模修

繕工事を実施していない等に該当するマンションを想定しています。 

 

④ 地方公共団体が協力して管理適正化を図ること。 

 

※ 地方公共団体の協力とは、例えば、管理適正化に向けたセミナー・説明会

等の開催、マンション管理士等の専門家の派遣、工事発注支援、借入に対

する利子補給などを通じた管理組合への伴走的な支援であって、管理組合

の合意形成を促す取組が該当します。 

 

改修工事支援 

① 計画支援（管理適正化タイプ）の採択を受けていること。 

 

②  区分所有者が 10 名以上のマンションであること。 

 

※ 区分所有者が 10 名以上の住宅部分の他に、非住宅部分を含む建築物の場

合（住宅と非住宅の複合建築物）も対象になります。 

※  対象マンションが違反建築物の場合は、本事業の提案対象とはなりませ

ん。 

 

③ 当該マンションが立地する地域の地方公共団体において、マンション管理

に関する計画や条例等が策定されていること又は策定する見込みがあるこ

と。 

 

※ 該当する地方公共団体は、以下の国土交通省ホームページに掲載していま

すので、申請するマンションが、掲載されている地方公共団体内に立地し

ていることを確認ください。 

 

＜国土交通省ホームページ＞ 

■ 本補助事業の提案要件に関する情報 

• マンション管理に関する計画や条例等を策定している（策定見込みを含

む）地方公共団体 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakuken- 

tiku_house_fr5_000037.html 

 

④ 当該マンションにおいて、計画期間を 25 年以上に設定した長期修繕計画

があり、当該長期修繕計画に修繕積立金（計画修繕工事に要する費用に充

当するための積立）を設定していること。さらに、積み立てられている修

繕積立金の額が長期修繕計画に設定されている修繕積立金の額と概ね一致

している又は長期修繕計画より余裕があること。 

 

※ 概ね一致とは、積み立てられている修繕積立金と、長期修繕計画に設定さ
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れている修繕積立金の額の差が「概ね５％以下」を目安とします。応募の

際に、前年決算時の修繕積立金の積立額がわかる資料（直近の総会での会

計報告書類等の写し）と長期修繕計画の写しを提出していただきます。 

 

⑤ 長期修繕計画に基づく長寿命化に資する大規模修繕工事 

（原則として、屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事を含む工事）等

であること。 

 

※ 一般的な大規模修繕工事を対象とし、大規模修繕工事とあわせて実施する

性能向上工事も対象となります。 

※ 住宅に関係のない区分所有部分のみの改修工事は、補助対象外です。 

マンション管理組合が発注するものが対象です。 

※ 旧耐震マンションの場合は、下記（１）又は（２）の場合とします。ただ

し、耐震診断を実施済であり、耐震診断の結果、新耐震基準レベルである

場合は、これによらず、交付申請書に、当該基準相当であることが確認で

きる書類を添付してください。 

1） 耐震改修工事をあわせて実施すること。（なお、提案する先導的な改修

工事として耐震改修工事が含まれる場合は、補助対象となります。） 

2） 耐震診断を実施し、Is≧0.3 であり、耐震改修につい て、管理組合で

議論されていること。（耐震改修工事の同時実施までは求めませんが、

交付申請の際に総会の議事録等を確認します。） 

 

⑥ マンション管理に関する第三者の評価の取得を予定しており、総会で議論

されていること。（交付申請の際に総会の議事録等を確認します。） 

 

※ 第三者の評価として、マンション管理適正化法第５条の３に規定する管理

計画の認定、（一社）マンション管理業協会によるマンション管理適正化

評価制度（星３以上の評価に限る。）又は（一社）日本マンション管理士

会連合会によるマンション管理適正化診断サービス（A 以上の評価に限

る）等が想定されます。 

 

※ 管理適正化タイプについては、建替工事を行う場合は対象となりません。 
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別表－２ 直接経費 

科  目 説  明 

賃金等 

提案者の構成員又は提案者の構成員に所属する者で、補助事業を実施する補助事

業者等の人件費、提案事業を遂行するための技術補助者を雇用するための経費、提

案事業を遂行するための単純労働に対して支払う経費（「時間給」又は「日給」）及

び専門的知識の提供等、効果の検証に協力を得た者に支払う経費 

旅費 

提案事業に参加する者が当該事業を実施するために直接必要な普通旅費※（交通

費及び宿泊費） 
※ 普通旅費には、グリーン車料金、ビジネスクラス料金等を含みません。 

 備品購入費等 

提案事業に供する器具機械類その他の備品及び標本等で、その性質及び形状を変

ずることなく長期の使用に耐えるものの代価（昭和 34 年 3 月 12 日付け建設省会

発第７４号建設事務次官通達「補助事業等における残存物件の取扱いについて」参

照）、事業用等の消耗器材、その他の消耗品及び備品に付随する部品等の代価 
 
＊備品等は原則リース等で調達し「その他」の支出費目に計上してください。な

お、価格が 50 万円以上の備品等についてリース等での調達をすることが困難な場

合は、その理由書及び機種選定理由書を添付してください。 

委託料等 

本事業の目的たる事業の一部分を他の者に委託するために必要な費用。事業その

もの又は事業の根幹をなす事業の委託は認めない。なお、事業実施主体内部で、専

門知識の提供、効果の検証等のために、社内発注等を行う場合（同一社内で部内毎

に区分経理をしており、他部門への業務依頼を社内で発注という形で経理処理を

する等の場合）は、利潤を除外した実費弁済の経費（直接人件費相当）に限る。 
＊原則として補助事業に係る費用（補助対象外の費用も含めたプロジェクト全体

の費用）の 50％を超えない範囲とします。50％を超える場合は、その理由を記し

た書類を添付してください。 
補助事業の全部を外部に発注（丸投げ）することはできません。 

その他 

設備の賃借（リース）、提案事業を遂行するために労働者派遣事業を営む者から期

間を限って人材を派遣してもらうための経費、文献購入費、光熱水料（専用のメー

ターがある場合等、実際に要する経費の額を特定することができる場合に限る。）、

通信運搬費（実際に提案事業に要するものに限る。）、印刷製本費、借料・損料、会

議費、送金手数料、収入印紙代等の雑費 

 

 

別表－３ 補助対象とならない経費 

本事業において、以下に例示する費用は原則として補助対象外となります。また、提出された計画や工事の

内容を総合的に判断した結果、その他の費用でも補助対象外とする場合があります。審査にあたり、施工箇

所や規模、その運用目的等を確認する場合がありますのでご協力ください。 

※ 本紙は毎年度更新することを予定しております。原則として、既採択事業においても事業実施年度ごとに

最新の規定を適用いたしますので、毎年度ご確認いただきますようお願いいたします。 

計画支援 

1) 補助事業者以外が実施する調査・検討に係る旅費（組合員による見学費用等） 

2) その他マンションの長寿命化、再生等に資する調査・検討としての合理的な仕様・規模・価額

を超えていると認められる調査・検討費用。あるいは、価格の妥当性を確認できない調査・検

討費用。 

 

改修工事支援・建替工事支援 

3) 補助対象工事費に該当しない費用 

・本事業が補助対象としない用途の床利用分の工事費 
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・本補助対象工事に伴わない内外装仕上の修繕や更新等の工事費 

・建物工事費に属さない工作物等の工事費（独立公告、太陽光パネルの設置等） 

・新規の用地取得費 

・その他住戸専有部分に係る工事（原則として、令和５年度以降に採択されたもの） 

・事業提案された住宅、施設等以外の建物等の建設、不動産取得にかかる経費 

・補助事業実施中に発生した事故・災害処理のための経費 

 

4) 敷地外にかかる工事費および負担金など 

・供給処理管の接続工事・公益事業負担金など 

・取付道路・セットバック用地など建築敷地外を施工する費用 

 

5) 補助対象に含まれない家具・家電製品・消耗品など 

・ベッド、収納家具、事務机、カーテン、ロールスクリーンなど建物に属さない家具・什 

器・備品 

・家電製品として販売される個別の暖房器具や照明器具 

・家電製品として販売される壁掛け式エアコン 

・単体で稼働し、直接給湯される簡易タイプのガス瞬間湯沸かし器、給湯器 

・消火器、ＬＰガスボンベ、立て掛け式や手摺等からの吊下げ式避難はしごなどの消耗備 

 品 

・卓上食器洗浄機、卓上コンロ等 

・有料サービスを受けるための機器など 

 

6) 交付申請者が所有する建物（新築するものを含む）自ら行う設計（「自社設計」）・施工

（「自社施工」）の場合の交付申請者に発生する経費 

・自社設計及び自社施工の場合の間接経費 

・自社の人件費（補助対象とする工事現場での工務を除く） 

※ 本事業では、交付申請者の対外的費用負担を基に補助金を交付します。自社施工の場 

 合は、通常の請負工事額には含まれているこれらの費用を補助対象にできません。 

また、自社施工の場合には、請負事業では一括して計上・確認できる諸費用が分散し 

て発生するため、完了実績報告の添付書類の準備を事業当初から継続的に行う必要があ 

ります。 

 

7) 華美・過大な設備の設置等に要する費用 

8) 送金伝票等の写し（支払済みであることを金融機関等の第三者により公的に証明できる書類）

のない工事費用（例：現金により支払われた工事費用） 

 

9) その他マンションの長寿命化、再生等に資する工事としての合理的な仕様・規模・価額を超え

ていると認められる工事費用。あるいは、価格の妥当性を確認できない工事費用。 


